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教育目標  「調和のとれた人間性豊かな生徒の育成」 

       （１）確かな学力・・自ら学んでいく生徒を育成する 

       （２）豊かな心・・他者を思いやる生徒を育成する 

       （３）健やかな体・・健康で活力のある生徒を育成する 

 

前原とその周辺 ～遺跡の上に建つ学校～ 

                           前原中学校長 今井 弘 

麦秋の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げま

す。子供たちは、各学年とも旅行的行事の準備やまとめに取り組んでいます。それが終わ

ると、前期中間テストが待ち受けています。特に１年生は、中学での初めてのテストとな

ります。計画的に取り組むよう指導していますが、ご家庭でもご協力いただければ幸いで

す。 

さて、今回の前原とその周辺ですが、中野木台遺跡(なかのきだいいせき)についてご紹

介します。その名の通り、中野木の台地に広がる遺跡で、前原中と中野木小周辺の宅地造

成の前に発見されました。その調査は市教育委員会の文化課などにより、昨年８月までに

25回行われています。調査の結果からわかっていることは、中野木台遺跡は縄文時代早期

(約 11000～8000年前)と縄文時代中期(約 4800～4500年前)の集落跡ということです。縄文

時代早期は台地の縁辺部、縄文時代中期は台地の中央の平坦部を中心とする縄文時代のム

ラが広がっていました。前中の南側では、縄文時代中期後半の竪穴住居跡約 20軒と小竪穴

(地面を掘り込んで木の実などを貯蔵した穴倉)などがみつかっています。残念ながら木の

実などは腐ってしまい何を食べていたかわかりませんが、ハマグリやオキアサリ(二枚

貝)、イボキサゴ(巻貝)などの貝殻は出土しています。 

中野木台遺跡だけでなく船橋市の縄文遺跡の多くは、下総台地での宅地開発によって発

見されます。特に、舌状台地(谷と谷に挟まれた舌のような形をした台地)に多いようで

す。１番の理由としては、谷に川が流れていることが挙げられます。中野木台遺跡の場合

は、北に前原川、南に中野木川が流れています。また海に近いという立地も船橋の縄文遺

跡の特長に挙げられます。 

私は、昨年行われた第 25次調査の際、遺跡見学会に参加しました。そのとき前原中や中

野木小の子供たちも参加しているのを見て、たいへんうれしく思いました。船橋市には、

縄文時代をテーマとする飛ノ台史跡公園博物館がありますので、夏休み等を利用しぜひ訪

れてみてください。 



◇  令和７年度における教科書展示会の開催について 

№      会   場       日   時 

１ 船橋市役所 

７階 705 室 

船橋市湊町 2-10-25 

6 月 2日（月）から 6 月 6 日（金）まで 

午前 9 時から午後 5時まで 

２ 船橋第二教科書センター 

 船橋市総合教育センター内 1 階ロビー 

 船橋市東町 834 

6 月 24 日（火）から 7月 9 日（水）まで 

午前 9 時から午後 4時 30 分まで 

※（日）休 

３ 船橋教科書センター 

 県教育庁葛南教育事務所内 

 船橋市浜町 2-5-1 

6 月 16 日（月）から 7月 3 日（木）まで 

午前 9 時から午後 4時まで 

※（土）（日）休 

 

◇  令和７年度特別支援教育就学奨励費について 

 

 

 

 

 

 

◇  児童生徒向けわいせつセクハラ相談窓口について 

千葉県教育委員会は教職員のわいせつセクハラ問題の根絶に向けて『児童生徒向けわいせ

つセクハラ相談窓口』を開設しています。下記の「相談窓口への入り方」を御確認いただく

とともに、これまでどおり学校に相談することと併せて、御活用ください。 

                   記 

 

 

 

１ 県教育委員会ホームページ「教育委員会のセクハラ相談窓口」ページ内、「児童生徒  

向けわいせつセクハラ相談窓口（ちば電子申請サービス）へ」をクリックする。 

 

 

２ 右ＱＲコードを読み取る。 

 

 

３ 下記ＵＲＬを入力する。 

「 https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303 」 

相談窓口への入り方(以下のいずれかの方法で入れます) 

 

「特別支援教育就学奨励費」は、特別支援学級等に通う児童生徒や通常学級に通う障

害（療育手帳、身体障害者手帳等を持している）のある児童生徒の保護者に対して、給

食費・通学費・学用品費などの必要な経費の一部を援助する制度です。希望する方は、

学校に用意してある「特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書 兼 同意

書」に記入し必要書類を添付して、学校へ提出してください。 

（問い合わせ：教育委員会 学務課 ０４７－４３６－２８５２） 

https://s-kantan.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2303

